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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
九
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
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平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申

請
の

概
要

申
請

者
の

氏
名

又
は

名
称

及
び

住
所

並
び

に
法

人
に

あ
て

は
そ

の
代

表
者

の
氏

名
(
1
)

っ

名
称

日
本

綿
布

株
式

会
社

住
所

井
原

市
東

江
原

町
番

地
1
0
7
6

氏
名

代
表

取
締

役
社

長
川

井
眞

治

工
場

又
は

事
業

場
の

名
称

及
び

所
在

地
(
2
)名

称
日

本
綿

布
株

式
会

社

所
在

地
井

原
市

東
江

原
町

番
地

1
0
7
6
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

19－ト 19－ト 19－ト 19－ト 19－ト
紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の

種 類 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業
の用に供する染色施設 の用に供する染色施設 の用に供する染色施設 の用に供する染色施設 の用に供する染色施設
（28） （29） （33） （34） （35）

１反10ｋｇのとき２反
／回能 力 20ｋｇ／回 100ｋｇ／回 200ｋｇ／回 50ｋｇ／回
２反５ｋｇのとき４反
／回

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続6.5時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.3 0.5 1 1.5 2 3 0.4 0.6 0.6 1
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 7～12 7～12
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 800 1,400
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,150 2,000

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 80 200 同左 同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 50 150

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 10 30

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 1 3

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

19－ト 19－ト 19－ト 19－ト 19－ト
紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の

種 類 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業
の用に供する染色施設 の用に供する染色施設 の用に供する染色施設 の用に供する染色施設 の用に供する染色施設
（36） （37） （38） （39） （40）

能 力 50ｋｇ／回 100ｋｇ／回 ２ｋｇ／回 ２ｋｇ／回 ４ｋｇ／回

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 同左 同左 同左 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 同左 同左 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続6.5時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.3 0.5 0.4 0.6 0.02 0.05 0.02 0.05 0.04 0.1
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 7～12 7～12
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 800 1,400
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,150 2,000

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 80 200 同左 同左 同左 同左

油 分（㎎／Ｌ） 50 150

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 10 30

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 1 3

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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区 分 新 設 新 設 変 更 前 変 更 後

19－ト 19－ト 19－リ
紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の 紡績業又は繊維製品の

種 類 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業 製造業若しくは加工業 同左
の用に供する染色施設 の用に供する染色施設 の用に供するのり抜き
（41） （42） 施設（26）

能 力 ４ｋｇ／回 30ｍ／分 同左のり抜き440ｋｇ／回
湯洗のみ655ｋｇ／回

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 同左 － －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 同左 － －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 同左 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続6.5時間 連続４時間 連続6.5時間 連続3.84時間
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 0.04 0.1 2 3 35.79 71.58 35.79 38.00
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 7～12 7～12 同左 5～9 5～9
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＢＯＤ（mg／Ｌ） 800 1,400 200 500 450 500
常の量及び最大
の量 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 1,150 2,000 200 500 550 550

Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 80 200 50 150 50 70 同左

油 分（㎎／Ｌ） 50 150 10 30 20 30

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 10 30 30 40
同左

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 1 3 20 30

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする。
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 30 同左

種 類 及 び 型 式 浮選凝集式 ＲＮ－１２００－３ 同左

構 造 鉄筋コンクリート他 同左

ばっ気槽：Ｌ20,000ｍｍ×Ｗ5,000ｍｍ×Ｈ

主 要 寸 法 同左
3,000ｍｍ
浮選凝集処理：Ｌ6,030ｍｍ×Ｗ2,300ｍｍ×Ｈ
3,010ｍｍ

能 力 25㎥／時間 同左

処 理 の 方 法 浮選凝集式 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続８～12時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 162.22 224.44 162.22 224.44 199.5 299 199.5 299
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 5～5.9 5～5.9 6～8 6～8
びに当該汚水等
の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 100 180 30 60
最大の量

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 120 240 60 120

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 30 80 10 20 同左

油 分（mg／Ｌ） 5 20 3 10

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 3.3 5 3.3 5

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 0.43 1 0.43 1
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区 分 変 更 前 変 更 後

工 場 又 は 事 業 場 に お け る 施 設 番 号 31 同左

種 類 及 び 型 式 活性汚泥処理 半地下角型 同左

構 造 同左ばっ気槽：鉄筋コンクリート製 ２基
沈殿槽：鉄装 １基

ばっ気槽：Ｌ3,500ｍｍ×Ｗ3,000ｍｍ×Ｈ
主 要 寸 法 4,700ｍｍ ２基 同左

沈殿槽：φ3,000ｍｍ×Ｈ2,500ｍｍ １基

能 力 50㎥／日 同左

処 理 の 方 法 長時間ばっ気活性汚泥処理方式 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 － 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 － 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続０～24時間 同左
の概要

使用時における 処 理 前 処 理 後 処 理 前 処 理 後
当該汚水等の処 区 分
理施設による処 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
理前及び処理後
の汚水等の汚染 水 量（㎥／日） 37.28 74.56 37.28 74.56 35.79 38.00 35.79 38.00
状態の通常の値
及び最大の値並 ｐ Ｈ 5～9 5～9 6～8 6～8
びに当該汚水等
の通常の量及び ＢＯＤ（mg／Ｌ） 450 500 30 60
最大の量

ＣＯＤ（mg／Ｌ） 550 550 60 120

Ｓ Ｓ（mg／Ｌ） 50 70 10 20 同左

油 分（mg／Ｌ） 20 30 3 10

Ｔ－Ｎ（mg／Ｌ） 30 40 20 30

Ｔ－Ｐ（mg／Ｌ） 20 30 5 7

(5) 排水口に関する事項
雨水排水口Ｎｏ．11を移設する。

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成29年９月22日から同年10月13日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び井原市役所
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介
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山
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告
示
第
四
百
七
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号
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地
改
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法
（
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十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

海
岸

名
区

域

岡
山

県
岡

山
沿

岸
基

点
１

か
ら

基
点

1
3
ま

で
を

順
次

に
結

ん
だ

線
，

基
点

1
3
と

補
助

点
1
2
を

後
閑

西
海

岸
海

岸
結

ん
だ

線
，

補
助

点
1
2
か

ら
補

助
点

１
ま

で
を

順
次

結
ん

だ
線

及
び

補
助

点

保
全

区
域

１
と

基
点

１
を

結
ん

だ
線

に
よ

り
囲

ま
れ

た
区

域
並

び
に

基
点

1
4
か

ら
基

点

（
延

長
7
8
0
ｍ

，
1
8
ま

で
を

順
次

に
結

ん
だ

線
，

基
点

1
8
と

補
助

点
1
4
を

結
ん

だ
線

，
補

助
点

方
位

真
北

）
1
4
と

補
助

点
1
3
を

結
ん

だ
線

及
び

補
助

点
1
3
と

基
点

1
4
を

結
ん

だ
線

に
よ

り

囲
ま

れ
た

区
域

基
点

１
岡

山
県

玉
野

市
後

閑
1
7
2
6
番

２
及

び
同

市
山

田
4
0
7
5
番

の
国

土

地
理

院
三

等
三

角
点

「
後

閑
（

北
緯

3
4
°

3
2
′

0
9
″

6
3
2
9
，

東
」

経
1
3
3
°

5
9
′

0
6
″

2
8
0
6
）

か
ら

1
6
5
°

0
3
′

3
3
″

の
方

向
へ

距
離

5
8
3
.
1
0
9
ｍ

の
地

点

基
点

２
基

点
１

か
ら

2
8
2
°

2
3
′

0
7
″

の
方

向
へ

距
離

1
2
2
.
8
1
4
ｍ

の

地
点

基
点

３
基

点
２

か
ら

2
9
8
°

3
3
′

2
5
″

の
方

向
へ

距
離

6
3
.
1
7
4
ｍ

の

地
点

基
点

４
基

点
３

か
ら

2
8
2
°

2
1
′

3
1
″

の
方

向
へ

距
離

7
9
.
2
7
0
ｍ

の

地
点

基
点

５
基

点
４

か
ら

2
9
9
°

3
5
′

5
9
″

の
方

向
へ

距
離

4
7
.
0
3
6
ｍ

の

地
点

基
点

６
基

点
５

か
ら

2
9
1
°

3
5
′

1
6
″

の
方

向
へ

距
離

4
2
.
5
8
7
ｍ

の

地
点
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基
点

７
基

点
６

か
ら

2
7
6
°

2
4
′

4
6
″

の
方

向
へ

距
離

3
6
.
2
0
7
ｍ

の

地
点

基
点

８
基

点
７

か
ら

5
°

5
3
′

0
5
″

の
方

向
へ

距
離

1
.
4
7
3
ｍ

の

地
点

基
点

９
基

点
８

か
ら

2
7
5
°

5
1
′

1
5
″

の
方

向
へ

距
離

5
2
.
6
7
9
ｍ

の

地
点

基
点

1
0

基
点

９
か

ら
1
8
7
°

2
4
′

1
1
″

の
方

向
へ

距
離

1
9
.
2
9
4
ｍ

の

地
点

基
点

1
1

基
点

1
0
か

ら
2
7
7
°

2
5
′

1
9
″

の
方

向
へ

距
離

3
7
.
7
8
6
ｍ

の

地
点

基
点

1
2

基
点

1
1
か

ら
2
7
9
°

5
0
′

3
4
″

の
方

向
へ

距
離

1
0
.
3
7
2
ｍ

の

地
点

基
点

1
3

基
点

1
2
か

ら
2
8
8
°

5
0
′

3
3
″

の
方

向
へ

距
離

1
2
9
.
7
5
0
ｍ

の

地
点

補
助

点
１

基
点

１
か

ら
1
9
2
°

2
4
′

5
0
″

の
方

向
へ

距
離

3
4
.
0
0
0
ｍ

の

地
点

補
助

点
２

基
点

２
か

ら
2
0
0
°

4
2
′

3
8
″

の
方

向
へ

距
離

3
4
.
2
9
4
ｍ

の

地
点

補
助

点
３

基
点

３
か

ら
1
9
9
°

4
9
′

3
2
″

の
方

向
へ

距
離

3
4
.
4
0
3
ｍ

の

地
点

補
助

点
４

基
点

４
か

ら
1
9
9
°

5
9
′

0
8
″

の
方

向
へ

距
離

3
4
.
6
7
1
ｍ

の

地
点

補
助

点
５

基
点

５
か

ら
2
0
8
°

2
8
′

0
2
″

の
方

向
へ

距
離

3
4
.
2
4
7
ｍ

の

地
点

補
助

点
６

基
点

６
か

ら
1
9
2
°

3
9
′

5
5
″

の
方

向
へ

距
離

3
4
.
4
1
6
ｍ

の

地
点

補
助

点
７

基
点

７
か

ら
1
8
5
°

5
1
′

1
1
″

の
方

向
へ

距
離

3
4
.
5
2
7
ｍ

の

地
点

補
助

点
８

基
点

９
か

ら
1
4
4
°

1
0
′

0
5
″

の
方

向
へ

距
離

4
8
.
2
0
6
ｍ

の

地
点
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補
助

点
９

基
点

1
0
か

ら
1
4
8
°

1
6
′

4
1
″

の
方

向
へ

距
離

3
8
.
2
1
6
ｍ

の

地
点

補
助

点
1
0

基
点

1
0
か

ら
1
7
7
°

3
3
′

5
2
″

の
方

向
へ

距
離

3
6
.
5
4
6
ｍ

の

地
点

補
助

点
1
1

基
点

1
2
か

ら
1
9
0
°

1
7
′

5
9
″

の
方

向
へ

距
離

3
6
.
4
7
7
ｍ

の

地
点

補
助

点
1
2

基
点

1
3
か

ら
1
9
8
°

4
0
′

1
7
″

の
方

向
へ

距
離

3
6
.
0
0
0
ｍ

の

地
点

基
点

1
4

岡
山

県
玉

野
市

後
閑

1
7
2
6
番

２
及

び
同

市
山

田
4
0
7
5
番

の
国

土

地
理

院
三

等
三

角
点

「
後

閑
」

か
ら

2
3
6
°

1
5
′

2
0
″

の
方

向
へ

距
離

6
2
6
.
5
9
7
ｍ

の
地

点

基
点

1
5

基
点

1
4
か

ら
2
7
9
°

1
4
′

0
4
″

の
方

向
へ

距
離

1
1
6
.
9
0
2
ｍ

の

地
点

基
点

1
6

基
点

1
5
か

ら
9
°

4
2
′

5
6
″

の
方

向
へ

距
離

4
.
0
5
3
ｍ

の

地
点

基
点

1
7

基
点

1
6
か

ら
4
°

5
4
′

1
6
″

の
方

向
へ

距
離

3
.
2
7
5
ｍ

の

地
点

基
点

1
8

基
点

1
7
か

ら
2
7
9
°

4
0
′

3
7
″

の
方

向
へ

距
離

1
9
.
8
3
4
ｍ

の

地
点

補
助

点
1
3

基
点

1
4
か

ら
1
9
0
°

0
7
′

5
5
″

の
方

向
へ

距
離

3
3
.
0
1
0
ｍ

の

地
点

補
助

点
1
4

基
点

1
8
か

ら
1
8
9
°

5
9
′

4
7
″

の
方

向
へ

距
離

4
0
.
4
5
2
ｍ

の

地
点
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
三
号

昭
和
四
十
三
年
岡
山
県
告
示
第
九
十
九
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
一
後
閑
西
海
岸
の
項
を
削
る
。

ゴ

カ
ン
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◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
四
号

昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
六
百
二
号
（
港
湾
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
臨
港
地

区
内
の
分
区
の
指
定
）
で
指
定
し
た
臨
港
地
区
の
分
区
の
う
ち
、
笠
岡
港
臨
港
地
区
に
係
る
商
港
区
及

び
工
業
港
区
の
区
域
を
変
更
し
た
。

な
お
、
分
区
及
び
そ
の
区
域
の
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
港
湾
課
及
び
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部

井
笠
地
域
管
理
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太
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〔
四
一
七
〕
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

地

区

名

工

種

完
了
年
月
日

赤
磐
（
下
万
吉
農
道
）

農

道

二
九
・

二
・
二
七

〃

（
尾
谷
農
道
）

〃

〃
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〔
四
一
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
三
輪
字
高
田
二
二
七

四

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
玉
島
長
尾
八
〇

一
レ
ジ
デ
ン
ス
ヒ
ロ
Ｂ

二
〇
五

－
－

武
縄

恒
好

総
社
市
金
井
戸
二
五
四

武
縄
伊
知
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
九
七
号
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〔
四
一
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
久
米
字
池
坂
五
一
七

五

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

津
山
市
高
野
本
郷
一
二
七
九

一
一
リ
フ
ァ
イ
ン
ド
パ
レ
ス
一
〇
一

－

山
田

正
義

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
四
号

平成２９年９月２２日　岡山県公報　第１１９２５号



〔
四
二
〇
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
金
井
戸
字
北
国
府
前
二
二
九

一
六

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
真
壁
一
三
八
六

二
ア
ン
テ
ィ
ム
二
〇
一

－

小
田

達
也

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
三
二
号
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〔
四
二
一
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
字
拾
ノ
割
六
二
六

六
、
六
二
六

七
、
六
二
六

八

－
－

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

都
窪
郡
早
島
町
早
島
一
九
一
〇

一
エ
ク
セ
レ
ン
ス
早
島
Ａ
一
〇
二
号
室

－

岡
野

真
幸

岡
野

舞

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
二
〇
号
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
四
十
七
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

。

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

警
備
業
務
の
区
分
等

警
備
業
務
の
区
分

期

日

時

間

場

所

平
成
二
十
九
年
十
二
月

午
前
九
時
か
ら

岡
山
市
北
区
厚
生
町
三
丁

運
搬
警
備
業
務

十
二
日
（
火
曜
日
）
及

午
後
五
時
ま
で

目
一
番
一
五
号

び
同
月
十
三
日
（
水
曜

岡
山
商
工
会
議
所

日
）
の
二
日
間

二

講
習
対
象
者

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
」
と

い
う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

。

１

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年

以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

「
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る

。

も
の
に
限
る

）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い

。

う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

。

（

。
）

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
一
条
第
二
項
に

。
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規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

）
に
合
格
し
た
者

。

５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の

に
限
る

）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上

。

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申

(2)
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
）

二
に
掲
げ
る
講
習
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

各
一
通

(3)

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等

ア
の
写
し

イ

次
の
区
分
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
に
係
る
書
類

二
１
に
該
当
す
る
者

(ｱ)

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
所
定
の
様
式
に
よ
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い

う

）
及
び
履
歴
書

。二
２
に
該
当
す
る
者

(ｲ)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し

。
二
３
に
該
当
す
る
者

(ｳ)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。
二
４
に
該
当
す
る
者

(ｴ)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し

。

二
５
に
該
当
す
る
者

(ｵ)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。

２

提
出
先
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県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(1)

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

(2)

県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課

な
お
、
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
及
び
代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

提
出
期
間

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
三
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
七
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八

時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

受
講
手
数
料

一
万
四
千
円

（
注
）

岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
返
還
し
な
い
。

五

受
講
定
員

十
人
。
た
だ
し
、
申
込
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ
て

も
受
付
を
締
め
切
る
。

六

講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
警
備
業
協
会
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
一
一
番
一
八

号
）
に
委
託
し
て
行
う
。

七

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
終
了
後
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。
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